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人 事 課 

 

議案第７１号 

港区職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

 地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改正に伴い、港

区職員の給与に関する条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）６０歳到達日後の給料月額の取扱い 

  ア 原則 

    ６０歳到達日後における最初の４月１日以後の給料月額は、給料表の級号給に

応じた額に７０パーセントを乗じた額とすること（以下「給料月額７割措置」と

いいます。）を定めます。 

  イ 適用除外 

次の職員については、給料月額７割措置を「適用しない」ことを定めます。 

  （ア）臨時的任用職員、任期付職員等 

  （イ）医師及び歯科医師の職員等 

  （ウ）役職定年後も職務遂行上の特別の事情等により管理職に留任する職員（ただ 

し、特定管理監督職群による留任の場合は、給料月額７割措置を適用） 

  （エ）職務遂行上の特別の事情等があることから勤務を延長されている職員 

  ウ 給料月額の差額加算 

    役職定年制により降任等をした職員について、降任等をする前の給料月額の７

割水準を担保するため、降任等の前の給料月額の７割の額と、降任等の後の給料

月額の７割の額に差額があるときは、その差額相当額を給料月額に加算すること

を定めます。 

（２）定年前再任用短時間勤務職員の給与の取扱い 

ア 給料月額の取扱い 

    定年前再任用短時間勤務職員の給料月額については、給料表の定年前再任用短

時間勤務職員の欄に掲げる「基準給料月額」に１週間当たりの勤務時間数を３８

時間４５分で除して得た割合を乗じて得た額とします。 

 

 

 

 

 

令和４年９月１３日 資料№１７ 
総 務 常 任 委 員 会 

給料表に定める基準給料月額 

定年前再任用短時間勤務職員の給料月額 ＝ 

                  １週間当たりの勤務時間数 

給料表に定める基準給料月額  ×   

                     ３８時間４５分 

※暫定再任用短時間勤務職員の給料月額の算出も同様です。 
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  イ 諸手当の取扱い 

定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給月数等を定めます。 

また、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当は支給しないこととします。 

（３）他の条例の読替規定 

   ６０歳到達日後の最初の４月１日以後に７割水準となる給料月額の降給につい

ては、「港区職員の分限に関する条例」に定める降給に関する書面の交付等の規定

は適用しない趣旨の読替規定を定めます。 

 

３ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和５年４月１日。ただし、（３）の一部については、公布の日 

（２）経過措置 

給料表における再任用職員の欄を定年前再任用短時間勤務職員に改正すること

や、暫定再任用職員の給料月額の取扱いなど、必要な経過措置を定めます。 

（３）港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正 

   港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年港区条例第３号）

等で定められた給与制度の改正による現給保障等（差額加算）について、新たに設

ける役職定年調整額（役職定年制により降任等をした場合の差額加算）の規定の表

現と整合を図るための改正を行います。 

 



港
区
職
員
の
給
与
に
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す
る
条
例
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案 
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行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
初
任
給
及
び
昇
格
昇
給
等
の
基
準
） 

（
初
任
給
及
び
昇
格
昇
給
等
の
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

職
員
を
降
給
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
港
区
職
員
の
分
限

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
港
区
条
例
第
二
十
一
号
）
第
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
の
者
が
降
給
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
三
号
給
下

位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の

号
給
の
上
位
三
号
給
以
内
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号

給
）
と
す
る
。 

７ 

職
員
を
降
給
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
号
給
は
、
港
区
職
員
の
分
限

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
港
区
条
例
第
二
十
一
号
）
第
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
当
該
職
員
が
降
給
し
た
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
号
給
よ
り
三
号
給

下
位
の
号
給
（
当
該
受
け
て
い
た
号
給
が
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
低
の

号
給
の
上
位
三
号
給
以
内
の
号
給
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
最
低
の
号

給
）
と
す
る
。 

８ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

８ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ

る
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。 
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９ 

（
略
） 

９ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

 

（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
） 

 

第
六
条
の
三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
超
過
勤
務
手
当
） 

（
超
過
勤
務
手
当
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
、
正
規

の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
日
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
休
日
給
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
日
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た

勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の
勤

務
時
間
と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
対
す
る

４ 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
日
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
休
日
給
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
日
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の

う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間

と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
対
す
る
第
一
項
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第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て

し
た
勤
務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十

ま
で
の
範
囲
内
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。 

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤

務
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の

範
囲
内
の
割
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
」
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算
出
） 

（
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算
出
） 

第
十
八
条 

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び

に
前
二
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給
料
の
月
額
及
び

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
区
規
則
で
定
め
る
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二

を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に

五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
五
で
除
し
て
得
た

時
間
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
区
規
則
で
定
め
る
日
の
数
を
乗
じ
た
も
の

を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

第
十
八
条 

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び

に
前
二
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給
料
の
月
額
及
び

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
区
規
則
で
定
め
る
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二

を
乗
じ
、
そ
の
額
を
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
に

五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
五
で
除
し
て
得
た

時
間
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
区
規
則
で
定
め
る
日
の
数
を
乗
じ
た
も
の

を
減
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数 

 

二 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

勤
務
時
間
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

3



 
 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

第
二
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
百
分
の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
」
と
、
「
百
分
の

百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
、
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
六
十
五
」
と
、
「
百
分
の
八
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、

「
百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
と
す
る
。 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分

の
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
十
」
と
、
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は

「
百
分
の
六
十
」
と
、
「
百
分
の
百
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
五
」
と
、

「
百
分
の
八
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百
分
の
九
十
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
五
」
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
四 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百

分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。 

３ 

再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分

の
百
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。 

４
～
６ 

（
略
） 

４
～
６ 
（
略
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 

（
特
定
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
） 
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第
二
十
一
条
の
五 

（
略
） 

第
二
十
一
条
の
五 

（
略
） 

２ 
第
九
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

第
九
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
再
任
用

職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
９ 

（
略
） 

１
～
９ 

（
略
） 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
都
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職

員
で
、
同
年
四
月
一
日
以
降
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
の
給

料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
に
一
万

二
千
円
を
上
限
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
都
調
整
額
の
支
給
を
受
け
て
い
た
職

員
で
、
同
年
四
月
一
日
以
降
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

再
任
用
職
員
の
う
ち
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の

間
、
同
表
の
額
に
一
万
二
千
円
を
上
限
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
に
お

け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
付
則
第
十
四
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）

以
後
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す

る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
（
こ
の
条
例
そ
の
他
の
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
者
に
つ
き
当
該
号
給
に
応
じ
た
額
と
異
な
る
給
料
月
額
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
異
な
る
給
料
月
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て

得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
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五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

 
 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

 

一 

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用

さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
職
員 

 

 

二 

医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

 

三 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
法
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延

長
さ
れ
た
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員 

 

 

四 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
し
て
い
る
職
員
（
同
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職

日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
） 

 

 
 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等

を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ

の
項
及
び
付
則
第
十
六
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
引

き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日
に
付
則
第
十

二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
給

料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
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合
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基

礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
が

定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
に
基
礎
給
料
月
額
と
特

定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額

が
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る

場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額

と
特
定
日
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け

る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月

額
」
と
す
る
。 

 

 
 

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第
十

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
十
四
項
に
規
定
す
る
職

員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
分
の
間
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
に
前
二
項
の

規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
十
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を

加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
以
外
の
付
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
月
額
を
受
け

る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
分

の
間
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
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の
受
け
る
給
料
月
額
に
前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

当
分
の
間
、
付
則
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
港
区

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並

び
に
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
第
二
条
第
二
項
中
「
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
港
区
条
例

第
十
三
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る

場
合
の
ほ
か
、
職
員
」
と
、
同
条
例
第
三
条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
」
と
、
同
条
例
第
七
条
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た

だ
し
、
給
与
条
例
付
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

と
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
十
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
十
二
項
及

び
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
そ
の
他
付
則
第
十
二
項
か
ら
前
項
ま
で

の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 

 
 

別
表
第
一 

（
別
紙
の
と
お
り
） 
別
表
第
一 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
二 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
表
第
三
～
別
表
第
五 

（
略
） 

別
表
第
三
～
別
表
第
五 

（
略
） 
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付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改

正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
は
、

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以

下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

３ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用

常
時
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
令
和
三
年
改
正
法

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応

じ
た
額
（
改
正
後
の
条
例
付
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同

項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
と
す
る
。 

 

４ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の
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承
認
を
受
け
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
を
含
む
。
）

に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
、
「
に
、
港
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
年
港
区
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
。
）
と
す
る
」
と
す
る
。 

５ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
が
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の

属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
港
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場

合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
（
改
正
後
の
条
例
付
則
第
十
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）
と

す
る
。 

 

６ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み

な
し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
十
八
条
第
二
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。 
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７ 

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
暫

定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な

し
て
、
改
正
後
の
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
８ 

改
正
後
の
条
例
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含

ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
総
額
の
算
定
に
係
る
同
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と

あ
る
の
は
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
」
と
す
る
。 

 

９ 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第

十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
委
任
） 

 

 
 

付
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
特
別
区
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。 

 

（
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年

港
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
） 

 

 

５ 

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
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員
（
以
下
「
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
施
行
日

以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額

が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な

る
も
の
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の

者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

付
則
第
六
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
に
つ
い
て
、
同
項
」
を

「
で
あ
っ
て
、
前
項
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
特
定

職
員
に
」
を
「
特
定
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給

料
を
支
給
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給

料
月
額
に
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
と
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

付
則
第
七
項
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ

る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」

に
、
「
と
き
は
、
当
該
職
員
に
」
を
「
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
前
二
項
の

規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け

る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

付
則
第
八
項
中
「
再
任
用
職
員
に
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
」
に
、
「
施
行
日
以
降
に
そ
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の
者
の
受
け
る
」
を
「
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ

た
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
同
一
給
料
表
適
用
特
定

職
員
に
は
、
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
給
料
と
し

て
支
給
」
を
「
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た

給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
」
に
改
め
る
。 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
港

区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
四
項
中
「
の
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
」

を
削
り
、
「
よ
る
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
額
」
を
「
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
か
ら
当
該
加
算
を
し
た
給
料
月
額
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年

港
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
八
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用

職
員
」
を
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六

十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務

職
員
」
と
い
う
。）
及
び
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
」
を

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
」
に
改
め
、
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「
し
た
額
」
の
下
に
「（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
港
区
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一

号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。））（
改
正
後
の

条
例
付
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
人
事
委
員
会
が

定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）」
を
加
え
る
。 

 
 

付
則
中
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十

四
項
を
第
十
五
項
と
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
十
三
項
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
付
則
第

十
四
項
と
し
、
付
則
第
九
項
か
ら
付
則
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

付
則
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

 

９ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
を
受
け
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
を
含

む
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と

あ
る
の
は
、「
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
。
）
と
す
る
」
と
す
る
。 
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（改正案）

別表第一（第５条関係）

イ　行政職給料表(一)

職務の級 1  級 2  級 3  級 4  級 5  級 6  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

197,300 231,800 269,600 287,400 311,600 378,600

職員の区分

行 政 職 給 料 表

備考　（略）

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員ああ

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

基　　準
給料月額

定年前再任
用短時間勤
務職員ああ

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

（略）

15



（現　行）

別表第一（第５条関係）

イ　行政職給料表(一)

職務の級 1  級 2  級 3  級 4  級 5  級 6  級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員 197,300 231,800 269,600 287,400 311,600 378,600

職員の区分

行 政 職 給 料 表

備考　（略）

（略） （略） （略）（略） （略）（略）（略）
再任用職員
以外の職員

16



（改正案）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

212,000 223,200 244,000 274,700

備考　（略）
　

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員ああ

（略） （略） （略） （略）

定年前再任
用短時間勤
務職員ああ

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

ロ　行政職給料表(二)

職員の区分

（略）
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（現　行）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員 212,000 223,200 244,000 274,700

（略）

ロ　行政職給料表(二)

職員の区分

備考　（略）
　

（略） （略） （略） （略）
再任用職員
以外の職員
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（改正案）
別表第二（第５条関係）

イ　医療職給料表(一)
職務の級 １　級 ２　級 ３　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額

294,500 355,300 416,100

備考　（略）

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員ああ

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

定年前再任
用短時間勤
務職員ああ

（略） （略）（略） （略）

医 療 職 給 料 表

職員の区分

19



（現　行）
別表第二（第５条関係）

イ　医療職給料表(一)
職務の級 １　級 ２　級 ３　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員 294,500 355,300 416,100

医 療 職 給 料 表

職員の区分

備考　（略）

再任用職員
以外の職員

（略） （略） （略）（略）

20



（改正案）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

199,800 233,600 269,400 287,000 311,600

定年前再任
用短時間勤
務職員ああ

（略） （略） （略） （略）（略）

備考　（略）

ロ　医療職給料表(二)

職員の区分

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員ああ

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

（略）

21



（現　行）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員 199,800 233,600 269,400 287,000 311,600

（略）

備考　（略）

ロ　医療職給料表(二)

職員の区分

再任用職員
以外の職員

（略） （略） （略） （略） （略）
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（改正案）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

204,000 234,800 269,400 287,000 311,600

（略）

定年前再任
用短時間勤
務職員ああ

（略） （略） （略）（略）

備考　（略）

ハ　医療職給料表(三)

職員の区分

定年前再任
用短時間勤
務職員以外
の職員ああ

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

（略）

23



（現　行）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員 204,000 234,800 269,400 287,000 311,600

（略）

備考　（略）

ハ　医療職給料表(三)

職員の区分

再任用職員
以外の職員

（略） （略） （略） （略） （略）
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港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
４ 

（
略
） 

１
～
４ 

（
略
） 

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
） 

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
） 

５ 

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員

（
以
下
「
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
施
行
日
以
降

に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
が
施
行

日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
属
す
る

職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

５ 

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員

（
以
下
「
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
施
行
日
以
降
に

そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月

額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を

除
く
。
）
に
は
、
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
、
同

一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
の
う
ち
旧
級
が
二
級
又
は
七
級
で
あ
る
再
任
用
職
員

で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
施
行
日
の
前
日
に

お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
委
員
会

の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
給
料
と
し
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て
支
給
す
る
。 

６ 
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員
（
同
一

給
料
表
適
用
特
定
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
同
一
給
料
表
適
用
特

定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
職
員
の
給
料
月
額
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受

け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

６ 

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職
員
（
前
項

に
規
定
す
る
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
給
料
を
支
給
さ
れ
る
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
。 

７ 

施
行
日
以
降
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ

っ
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に

前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。 

７ 

施
行
日
以
降
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
に
つ

い
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
料
を
支
給
さ
れ

る
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に

は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給

料
を
支
給
す
る
。 

８ 

同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
（
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
が

同
表
二
級
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る

も
の
で
あ
っ
て
、
区
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ

８ 

同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
（
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
再
任
用

職
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
同
表

二
級
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

で
あ
っ
て
、
区
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
給

料
を
支
給
さ
れ
る
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
に
は
、
給
料
月
額
に
そ

の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 
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り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
同
一
給
料

表
適
用
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額

は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

９
～ 

 

（
略
） 

９
～ 

 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２
～ 

 

（
略
） 

 

（
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年

港
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
） 

 

 

５ 

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
特
定
職

員
（
以
下
「
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
施
行
日

以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額

が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な

る
も
の
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
月
額
は
、
そ
の

 

16 

16 

10 

11 
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者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

付
則
第
六
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
「
に
つ
い
て
、
同
項
」
を

「
で
あ
っ
て
、
前
項
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に

相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
特
定

職
員
に
」
を
「
特
定
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給

料
を
支
給
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
給

料
月
額
に
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
と
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

付
則
第
七
項
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ

る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」

に
、
「
と
き
は
、
当
該
職
員
に
」
を
「
職
員
の
給
料
月
額
」
に
、
「
前
二
項
の

規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
」
を
「
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
受
け

る
号
給
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
差
額
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

付
則
第
八
項
中
「
再
任
用
職
員
に
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
」
に
、
「
施
行
日
以
降
に
そ

の
者
の
受
け
る
」
を
「
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ

た
」
に
、
「
給
料
を
支
給
さ
れ
る
」
を
「
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
」
に
、
「
と
き
は
、
当
該
同
一
給
料
表
適
用
特
定
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職
員
に
は
、
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
給
料
と
し

て
支
給
」
を
「
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た

給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
」
に
改
め
る
。 

 

・ 
 

（
略
） 
 

 
 

 

12 

13 
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港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
港
区
条
例
第
三
十
九
号
）
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
３ 

（
略
） 

１
～
３ 

（
略
） 

（
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
読
替
え
） 

（
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
読
替
え
） 

４ 

施
行
日
以
後
の
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
付
則
第
五
項
の
規
定
は
、
同
項
中
「
施
行

日
の
前
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
港
区
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
港
区
条
例
第
三
十
九

号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
港
区
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）

付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料

月
額
か
ら
当
該
加
算
を
し
た
給
料
月
額
に
百
分
の
〇
・
六
一
を
乗
じ
て
得
た
額

を
減
じ
て
得
た
額
（
百
円
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
端
数
を
四

捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。
）
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

４ 

施
行
日
以
後
の
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
付
則
第
五
項
の
規
定
は
、
同
項
中
「
の
う

ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
受

け
て
い
た
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け

る
給
料
月
額
が
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

令
和
元
年
港
区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が

受
け
て
い
た
港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
月
額
か
ら

当
該
額
に
百
分
の
〇
・
六
一
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
百
円
に
満

た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。
）
」

と
読
み
替
え
て
適
用
す
る
。 

５ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 
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付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２
～ 

 

（
略
） 

 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
港

区
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
四
項
中
「
の
う
ち
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
」

を
削
り
、
「
よ
る
給
料
の
月
額
か
ら
当
該
額
」
を
「
よ
り
算
出
し
た
差
額
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
か
ら
当
該
加
算
を
し
た
給
料
月
額
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

（
略
） 

 

 
 

 

12 13 

11 
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港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
港
区
条
例
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

改 
 

正 
 

前 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 
 

付 

則 

１
～
７ 

（
略
） 

１
～
７ 

（
略
） 

８ 

同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
（
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
地
方
公

務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

及
び
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
が
同
表
二
級
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

区
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
差
額

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員

と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
属

す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た

額
（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
港
区
職
員
の
勤
務
時
間
、

８ 

同
一
給
料
表
適
用
特
定
職
員
（
行
政
職
給
料
表
㈡
の
適
用
を
受
け
る
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
が

同
表
二
級
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る

も
の
で
あ
っ
て
、
区
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
付
則
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
算
出
し
た
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
給
料
月
額
を
受
け
る
同
一
給
料

表
適
用
特
定
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
給
料
月
額

は
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
給
料
月
額
に
そ
の
差
額
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 
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休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
）
（
改
正
後
の
条
例
付
則
第

十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
額
を

加
算
し
た
額
）
と
す
る
。 

９ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
の

承
認
を
受
け
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
を
含
む
。
）

に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の

は
、
「
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す

る
」
と
す
る
。 

 

 
 

（
略
） 

９ 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

付
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
配
偶
者
を

有
す
る
に
至
っ
た
場
合
そ
の
他
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
を
受
け
る
要

件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

 
 

付
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
配
偶
者
を
有

す
る
に
至
っ
た
場
合
そ
の
他
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
扶
養
手
当
を
受
け
る
要
件

を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

13 12 

13 

11 10 

11 12 14 10 
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月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。 

か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 

 
 

（
略
） 
 

 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
付
則
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２
～ 

 

（
略
） 

 

 
 

港
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年

港
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
八
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用

職
員
」
を
「
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六

十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務

職
員
」
と
い
う
。）
及
び
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
暫
定

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
」
を

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
」
に
改
め
、

 

13 

12 

15 16 17 

14 15 16 
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「
し
た
額
」
の
下
に
「（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
、
港
区
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
港
区
条
例
第
一

号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。））（
改
正
後
の

条
例
付
則
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
人
事
委
員
会
が

定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）」
を
加
え
る
。 

 
 

付
則
中
第
十
六
項
を
第
十
七
項
と
し
、
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十

四
項
を
第
十
五
項
と
す
る
。 

 

 
 

付
則
第
十
三
項
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
付
則
第

十
四
項
と
し
、
付
則
第
九
項
か
ら
付
則
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

付
則
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

 

９ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務

の
承
認
を
受
け
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
（
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
を
含

む
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と

あ
る
の
は
、「
に
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
、
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
。
）
と
す
る
」
と
す
る
。 
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